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茨城県産業戦略部中小企業課 
 

価格転嫁促進セミナーを開催します！ 

～3 月は「価格交渉促進月間」です～ 
 
毎年 3 月と 9 月は、国が定める「価格交渉促進月間」です。この期間は、発注側企業と

受注側企業の間での価格交渉及び価格転嫁の促進が求められる重要な時期です。 

茨城県では、県内企業における適切な価格転嫁を支援するため、令和７年度より「価格

転嫁促進事業」を実施していますが、本月間に合わせ、下記のとおり「価格転嫁促進セミ

ナー」を開催いたします。 

本セミナーでは、本年 1 月より施行された「取適法（改正下請法）」のポイントや具体的

な価格交渉ノウハウを解説するほか、県と茨城県中小企業診断士協会が連携して進めてい

る伴走支援プロジェクトについても紹介する予定です。 

報道機関の皆様におかれましては、ぜひご取材いただきますようお願い申し上げます。 

記 

１ 日 時  令和８年３月３日（火）13:30～15:30 
  
２ 場 所  茨城県開発公社ビル 4 階 中会議室（水戸市笠原町 978-25） 
        
３ プログラム 
 

■第１部 1 月からは取適法！その価格交渉、もう時代遅れ？ 
～取適法（改正下請法）のポイントと実務上の留意点～ 
講師：南村 恵三 氏（なむら経営コンサルタント代表／中小企業診断士） 

■第２部 実践！適正な価格転嫁を実現するためのポイント 
～適切な価格転嫁の手法＆伴走支援事例の紹介～ 
講師：高坂 智也 氏（テクノプラス・パートナーズ代表／中小企業診断士） 

■セミナー終了後 中小企業診断士による個別無料相談会 
 
４ 参加申込 

右の二次元コードまたは以下の URL からお申し込みください。 
https://h7.jir-web.co.jp/n/form/vdkb/d33mPZ35vyEQRz3pEdYTa 

 

【お問い合わせ先】茨城県産業戦略部中小企業課 経営支援室 岡山・川上 
Tel：029-301-3550 ／ Fax：029-301-3569 

 



運営
事務局

令和7年度 茨城県価格転嫁促進事業

3.3茨 ひより
（茨城県公認VTuber）

第 1 部
1月からは取適法！その価格交渉、もう時代遅れ？
～取適法（改正下請法）のポイントと実務上の留意点～

南村 恵三 氏
なむら経営コンサルタント代表
中小企業診断士

お申込
この二次元コードからお申し込みください。
もしくは、以下ＵＲＬからお申し込みください。
https://h7.jir-web.co.jp/n/form/vdkb/d33mPZ35vyEQRz3pEdYTa

お問い合わせ先 運営事務局：株式会社常陽産業研究所
□TEL:029-233-6734 □FAX:029-233-6724 □E-mail：ibaraki-kakakutenka@joyobank.co.jp

主催：茨城県産業戦略部中小企業課 □TEL:029-301-3550

開催日

2026. [火]
13:30 ～ 15:30
茨城県開発公社ビル 中会議室 [4F]
（水戸市笠原町978-25）

参加費
無 料

先着 40 名

個別無料
相談会

中小企業診断士による個別相談会（セミナー終了後、1社15分程度）

中小企業診断士による個別無料相談会を開催します。価格転嫁に関するお悩みや疑
問をお持ちの方はお気軽にご相談ください！
※ セミナー申込の際に併せてお申し込みください。（定員に限りがございます）

講 師

第 2 部
実践！適正な価格転嫁を実現するためのポイント
～適切な価格転嫁の手法 ＆ 伴走支援事例の紹介～

高坂 智也 氏
テクノプラス・パートナーズ代表
中小企業診断士

講 師

価格転嫁促進
セミナー in  茨 城

2026年時点での最新法規制のキャッチアップ！公正取引委員会が示す「労務費転嫁指針」に
基づき、発注側の協議義務と受注側の権利を徹底解説します！

値上げを躊躇させる要因への対処方法、交渉に向けた事前準備の進め方、6ステップの交渉戦
略を伝授！また、茨城県中小企業診断士協会による県内中小企業への価格転嫁の伴走支援につ
いて、リアルな事例をご紹介します！

Namura Keizo

Kosaka Tomoya

先 着
9名程度

[要予約]

時 間

会 場

価格交渉促進月間 !!
3月は

（13:15 受付開始）


